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三重県の人事行政の運営等の状況について 
 

県では、県民の皆さんが“しあわせ”を実感できる三重県をつくっていくため、平成１６年度か

らおおむね１０年先の県政のめざす将来像とその実現に向けて、「県民しあわせプラン」を推進し

ており、平成１９年度には「第二次戦略計画（平成１９年度～平成２２年度）」を策定したところ

です。 

引き続き、「県民しあわせプラン」を着実に推進していくために、県を取り巻く環境の変化にあ

わせて組織を見直し、職員数を削減するなど簡素で効率的な組織運営をめざすとともに、人件費の

抑制など歳出の徹底的な見直しを進めています。また、限られた財源を重点的かつ効率的に配分し、

県民の皆さんに質の高い行政サービスが提供できるよう努めています。 

そこで、「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、県職員の任免や給与などの

状況をお知らせします。行政サービスの担い手である県職員の勤務実態などを県民の皆さんに知っ

ていただき、行政の透明性を高めることによって、より適正に人事行政を運営していきます。 

 

平成２０年９月３０日 

 

一 人事行政の運営の状況 

１ 任免及び職員数に関する状況 

２ 給与の状況 

３ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

４ 分限及び懲戒処分の状況 

５ 服務の状況 

６ 研修及び勤務成績の評定の状況 

７ 福祉及び利益の保護の状況 

８ その他知事が必要と認める事項 

 

二 人事委員会の業務の状況 

１ 競争試験及び選考の状況 

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

４ 不利益処分に関する不服申立ての状況 
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第１ 人事行政の運営の状況 

 

１ 任免及び職員数に関する状況 

（１） 新規採用者数 

職員の採用は、行政需要の動向や今後の退職者数などを考慮して行っています。平成１９

年度及び平成２０年４月１日の職員の新規採用の状況は次のとおりです。 

ア 競争試験                             （単位：人） 

平成19年度 

（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

 
平成20年4月1日 

試験区分 職種 
採用者数 

（うち女性）

 
試験区分 職種 

採用者数 

（うち女性）

行政 23 (  5）  行政 32 ( 15）

福祉技術   4（  2）  福祉技術   4（  3）

環境  2（  0）  環境  2（  0）

化学  2（  0）  化学  3（  0）

林学  2（  0）  林学  1（  0）

農学  6（  3）  農学  11（  4）

水産  2（  1）  水産  2（  1）

総合土木 15（  2）  総合土木  11（  3）

建築  1（  1）  建築  3（  1）

電気  2（  0）  電気 1（  0）

薬学  6（  4）  機械 2（  0）

保健師  1（  1）  薬学  1（  0）

Ａ 

小計  66（ 19）  

Ａ 

小計  73（ 27）

警察事務 4（  2）  警察事務  3（  2）
Ｂ 

小計 4（  2）  
Ｂ 

小計  3（  2）

一般事務 6（  3）  一般事務  4（  2）

総合土木  1（  0）  総合土木 2（  0）

警察事務  2（  2）  警察事務  2（  2）
Ｃ 

小計 9（  5）  

Ｃ 

小計  8（  4）

行政  3（  1）  行政  3（  0）

化学  2（  0）  化学  1（  0）

総合土木  4（  0）  総合土木  1（  0）

  建築  1（  0）

民間 

小計  9（  1）  

民間 

小計  6（  0）

警察官Ａ 135（  4）  警察官Ａ   89（  2）

警察官Ｂ 63（  4）  警察官Ｂ  35（  3）

小計  198（  8）  小計  124（  5）

学校事務  9（  1）  学校事務 1（  1）市町立学 

校職員Ｂ 小計  9（  1）  

市町立学

校職員Ｃ 小計 1（  1）

学校事務  3（  2）  合  計   215（ 39）市町立学 

校職員Ｃ 小計   3（  2）  

合  計   298（ 38）  
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イ 選考                               （単位：人）  

平成19年度 

（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

 
平成20年4月1日 

職種 
採用者数 

（うち女性） 

 
職種 

採用者数 

（うち女性） 

児童自立支援専門員  1（  0）  児童生活支援員  1（  1）

保育士  3（  3）  保育士  2（  1）

医師  39（  9）  医師  24（  5）

診療放射線技師  3（  1）  診療放射線技師  1（  0）

臨床検査技師 1（  0）  歯科衛生士 1（  1）

臨床工学技士  1（  0）  看護師  40（ 34）

看護師  63（ 59）  獣医師  3（  2）

獣医師  6（  4）  鑑識技師 1（  0）

作業療法士  2（  1）  身体障がい者 10（  2）

精神保健福祉士 1（  1）  教員 313（175）

医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ  1（  1）  看護大学教員  9（  5）

診療情報管理士    2（  2）  現業職 1（  0）

学芸員  1（  1）   

航空整備士 1（  0）   

鑑識技師 1（  0）   

身体障がい者 5（  1）   

教員 365（212）   

看護大学教員 6（  6）   

現業職 6（  3）   

合 計 508（304）  合 計 406（226）

 

（２） 再任用の状況  

高齢者の豊かな知識と経験を活用するため、条例に基づき再任用制度を実施しています。

平成２０年４月１日の職員の再任用状況は次のとおりです。       （単位：人） 

区  分 フルタイム勤務 短時間勤務 合  計 

知事部局等 22 22 44 

教育委員会 43 29 72 

警   察 2 0 2 

合   計 67 51 118 

（注）知事部局等・・・知事部局、企業庁、病院事業庁、議会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、

監査委員事務局、労働委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局、内水面漁場管理委員会事務局のこと（以

下、同様）。 

 

（３） 退職者数 

平成１９年度の退職状況は次のとおりです。             （単位：人） 

区  分 定年退職 勧奨退職 普通退職ほか 合  計 

知事部局等 114 77 134 325 

教育委員会 263 253 100 616 

警   察 99 30 55 184 

合   計 476 360 289 1,125 
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（４）部門別職員数の状況と主な増減理由 

           (各年４月１日現在）

職員数（人）

部 門 
平成 20 年 平成 19 年

対前年 

増減数

（人） 

主な増減理由 

議会 39  39 0 

総務 878  913 ▲ 35 

税務 261  256 5 

民生 418  424 ▲ 6 

衛生 578  590 ▲ 12 

労働 68  68 0 

農林水産 1,016  1,040 ▲ 24 

商工 240  247 ▲ 7 

土木 1,084  1,108 ▲ 24 

○業務・組織の見直し・効率化、科学技術振興センタ

ーの再編、四日市保健所の廃止、災害復旧関連事業

の減少…等による減 

○「美
うま

し国おこし・三重」推進、「新博物館整備プロ

ジェクト」設置、県税等賦課徴収体制の充実、こど

も局の設置、医師確保対策の強化、食品の適正表示

等のための体制整備、建築確認業務の充実…等によ

る増 

一
般
行
政
部
門 

小計 4,582  4,685 ▲ 103   

教 育 部 門 15,076  15,325 ▲ 249 ○児童生徒数の減少等による減 

警 察 部 門 3,393  3,338 55 ○警察活動の強化等による増 

病院 1,124  1,110 14 ○医師、看護師等の補充による増 

水道 133  136 ▲ 3 ○建設事業の進展等による減 

電気ほか 133  136 ▲ 3 ○業務効率化等による減 

公
営
企
業
等 

 

会
計
部
門 小計 1,390  1,382 8   

24,441  24,730 ▲ 289   
総  数 

[25,943] [26,123] [▲ 180]   

(注)１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

２ [  ]内は、条例定数の合計です。        

 
（５）年齢別職員構成の状況（平成２０年４月１日現在） 
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区 分 

20歳 

 
未満 

20歳

～  
23歳

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳

～

35歳

36歳

～

39歳

40歳

～

43歳

44歳

～

47歳

48歳

～

51歳

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳
 

以上

 

計 

 

職員数 
人 

42 
人

547 
人 

1,436 
人 

1,799 
人

2,311
人

2,763
人

2,990
人

3,344
人

3,631
人 

3,140 
人 

2,362 
人
75

人
24,440

 
（６）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

ア 定員適正化計画の数値目標 
 計 画 期 間  

 
部 門 

始 期 終 期 
数値目標 

 

 一般行政 平成 17 年 4月 1日 平成 22 年 4月 1日 約 480 人(10%)の削減  

 教  育 平成 17 年 4月 1日 平成 22 年 4月 1日 約 700 人(4.5%)の削減  

 警  察 平成 17 年 4月 1日 平成 22 年 4月 1日 
警察官 96 人（3.4％）の増 

一般事務約 20 人(8%)の削減 
 

 公営企業等会計 平成 17 年 4月 1日 平成 22 年 4月 1日 約 40 人(3%)の削減  

                    （みえ経営改善プラン（改定計画）（平成 19年 7月）） 

 
イ 定員適正化計画の進捗状況（実績） 

            （各年４月１日現在） 

H17 年 H18 年 H19 年 H20 年 移管 移管増減        区 分 

 部 門 基準日 １年目 ２年目 ３年目
計 

増減 反映後 

減 員   ▲ 175 ▲ 101 ▲ 195 ▲ 471     

増 員   107 29 92 228 ▲ 11   

差 引   ▲ 68 ▲ 72 ▲ 103 ▲ 243 ▲ 11 ▲ 254 
一般行政 

職員数 4,825 4,757 4,685 4,582    

減 員   ▲ 160 ▲ 155 ▲ 316 ▲ 631 10  

増 員   59 56 67 182    

差 引   ▲ 101 ▲ 99 ▲ 249 ▲ 449 10 ▲ 439 
教  育 

職員数 15,525 15,424 15,325 15,076    

減 員   ▲ 25 ▲ 21 ▲ 10 ▲ 56    

増 員   85 60 65 210    

差 引   60 39 55 154   154 
警  察 

職員数 3,239 3,299 3,338 3,393    

減 員   ▲ 17 ▲ 30 ▲ 17 ▲ 64 1  

増 員   15 7 25 47    

差 引   ▲ 2 ▲ 23 8 ▲ 17 1 ▲ 16 

公営企業

等会計 

職員数 1,407 1,405 1,382 1,390     

（注）移管増減とは、一般行政部門と教育部門等の間で業務とともに移管した職員数をいい、これを反映した数値が実績値

となります。 

 

（７）身体障がい者の任用状況 

県では、身体障がい者の雇用促進を図るため、一般事務職及び教員の身体障がい者を対象と

した選考試験を実施しています。平成２０年度は一般行政職８人、警察事務職１人、小中学校

事務職１人、教員３人を採用しています。今後も一層の身体障がい者の雇用の確保に努めます。 

 

（８）女性職員の登用状況 

男女共同参画の観点から、女性職員の積極的登用を図っています。 

平成２０年４月１日現在の女性職員の登用状況については以下のとおりです。 
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 女性管理職の内訳 

 

管理職 

総数 

（人） 

うち女性

（人） 

女性の割合

（％） 
部長級 次長級 

課長級（課長

補佐級室長

を含む。）

知事部局等 709 43 6.1 2 3 38 

教育委員会事務局 77 10 13.0 0 0 10 

県立学校及び小中 

学校の校長・教頭 
1,330 187 14.1 － － － 

警   察 59 2 3.4 0 0 2 

 

 

２ 給与の状況 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区  分 

 

住民基本台帳人口 

（平成 19 年度末） 

歳 出 額 

    Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

     Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

平成１８年度

の人件費率

平  成 

１９年度 

人  

1,856,282  

     千円

650,925,201 

     千円

4,709,184 

     千円

240,617,959

      ％ 

37.0 

       ％

35.2  

（注）人件費には、特別職（知事、副知事及び議員等）の報酬及び職員への給与のほか、地方職員共済組合負担金

等を含みます。 

 
（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

給       与       費 
区 分 

職員数 

  Ａ 給  料 職員手当 期末・勤勉手当   計 Ｂ 

一人当たり給与費

  Ｂ／Ａ 

平 成 

19 年度 

  人 

23,441 

千円   

109,429,826  

千円  

21,205,222 

千円  

45,927,936 

千円  

176,562,984 

千円 

7,490 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

   ２ 職員数は、平成１９年４月１日現在の人数です。 

【特記事項】 

平成１７年４月１日～平成２１年３月３１日における給与抑制措置 

  知事、副知事：給料月額の５％減額 

人件費以外 

 4,103億円  

 63.03％ 

 警  察 

  327億円

5.03％

知事部局 

 458億円 

 7.04％ 

歳 出 額 

6,509 億円 

人件費 

 2,406億円 

 36.97％ 

教育委員会 

 1,621億円 

 24.90％ 

〔人件費の内訳〕 

特別職報酬等   40 億円 

一般職給料  1,094 億円 

期末･勤勉手当  459 億円 

職員手当    212 億円 

退職手当    238 億円 

共済組合負担金 339 億円 

その他      24 億円 
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  教育長、常勤の監査委員、大学の学長：給料月額の２％減額 

  管理職員：管理職手当の３又は５％減額 

 

（３）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成20年４月１日現在） 

 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一 般行政職 42.7歳 354,365円 446,150円

警  察  職 39.3歳 337,317円 456,691円

高等学校教育職 44.7歳 407,292円 471,952円

小・中学校教育職 44.3歳 399,454円 454,203円

現  業  職  46.3歳 340,711円 393,590円

(注)「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸

手当の額（期末・勤勉手当、退職手当を除く）を合計したものです。 

 

（４）職員の初任給の状況（平成20年4月1日現在） 

区    分 三  重  県 国 

大学卒 178,800円
Ⅰ種 181,200円

Ⅱ種 172,200円一 般行政職 

高校卒 144,500円 140,100円

大学卒 197,200円
Ⅰ種 203,100円

Ⅱ種 200,000円警  察  職 

高校卒 168,400円 158,100円

高等学校教育職 大学卒 199,700円 －円

小・中学校教育職 大学卒 199,700円 －円

現  業  職 高校卒 144,500円 －円

 

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年4月1日現在） 

区   分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

大学卒 271,807円 322,521円 373,752円 
一 般行政職 

高校卒 224,567円 275,327円 309,759円 

大学卒 290,681円 336,732円 387,326円 
警  察  職 

高校卒 252,078円 296,970円 353,053円 

高等学校教育職 大学卒 314,754円 367,005円 403,637円 

小・中学校教育職 大学卒 313,290円 362,042円 397,855円 

現  業  職  高校卒 205,900円 272,300円 305,072円 

 

（６） 一般行政職の級別職員数の状況（平成20年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

１ 級 主事、技師 180人 3.6％ 

２ 級 主事、技師 462人 9.1％ 

３ 級 主査、主任 1,322人 26.1％ 
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４ 級 主幹、主査 1,431人 28.2％ 

５ 級 副室長、主幹 691人 13.7％ 

６ 級 室長、副室長 744人 14.7％ 

７ 級 総括室長、室長 174人 3.4％ 

８ 級 総括室長 39人 0.8％ 

９ 級 部長 22人 0.4％ 

10 級 部長 1人 0.0％ 

（注）１ 三重県職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

     ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（注）平成１８年４月に１１級制から１０級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級

をそれぞれ統合したうえで、１０級を新設） 

 

（７） 昇給への勤務実績の反映状況（平成２０年４月１日【一般行政職】実施状況） 

  ア 管理職員 

区分 上位 標準 下位 

昇給号給数 ２号給以上 １号給 昇給なし 

人員分布率 52.5％ 47.5％ 0.0％ 

 

  イ 一般職員 

区分 上位 標準 下位 

昇給号給数 ２号給以上 １号給 昇給なし 

人員分布率 19.7％ 79.3％ 1.0％ 

１級

0.9%

１級

3.7%
１級

3.6%

２級

3.0%

２級

8.9%

２級
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５級
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５級
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６級
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６級
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７級
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７級

3.4% ８級
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９級
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（注）昇給号給数については、平成２０年度から昇給日が４月１日（改正前１月１日）に変更されたことから 

昇給期間を平成２０年１月１日から平成２０年３月３１日とした場合における号給数となります。 

 

（８）職員の手当の状況 

ア 期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の状況（平成20年４月１日現在） 

期末手当・勤勉手当 退 職 手 当 

（平成２０年度支給割合）   

   期末手当    勤勉手当 

     3.0 月分    1.50 月分 

     (1.6)月分    (0.75)月分 

 

（支給率）    自己都合    定年・勧奨

勤続20年     23.50 月分   30.55 月分

勤続25年     33.50 月分    41.34 月分

勤続35年     47.50 月分  59.28 月分

最高限度額    59.28 月分  59.28 月分

 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算）

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ５～２０％ 

・管理職加算 １５～２５％ 

 

１人当たり平均支給額（平成１９年度） 

1,899千円 

 

１人当たり平均支給額（平成１９年度） 

自己都合  定年・勧奨

一般職員    630万円   2,826万円 

教育公務員   825万円   2,798万円 

警察官     870万円   2,729万円 

（注）期末手当・勤勉手当支給割合の（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

【参 考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

  管理職員については、職務行動等の勤務成績評価を行い、勤勉手当の成績率に反映しています。 

    平成２０年６月支給の勤勉手当の実績は次のとおりです。 

 

   特定幹部職員（行政職給料表７級以上の管理職員） 

区分 上位 標準 下位 

成績率 122/100～107/100 92/100 86/100～81/100 

人員分布率 69.2％ 30.8％ 0.0％ 

   特定幹部職員以外の管理職員 

区分 上位 標準 下位 

成績率 102/100～87/100 72/100 66/100～61/100 

人員分布率 25.9％ 74.1％ 0.0％ 

 

イ 地域手当の状況（平成20年４月１日現在） 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

一級地（東京都特別区） 18％  18人 

二級地（大阪市） 15％ 10人 

三級地（名古屋市・川崎市） 12％ 7人 

四～六級地（その他県外） 3％～10％ 

六級地（県内） 4％ 

 

23,075人 
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医 師 15％ 38人 

（注）平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間の支給率については、特例措置があります。 

 

ウ 特殊勤務手当の状況（平成20年４月１日現在） 

支給実績（平成19年度決算） 780,516千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算） 182千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成19年度） 18.3％  

手当の種類（手当数） 34種類  

多くの職員に支給されている手当 

・教員特殊業務手当 

・教育業務連絡指導手当 

・保健福祉業務手当 

・危険作業手当 

・刑事作業手当 

 

 エ 時間外勤務手当の状況 

支給実績（平成19年度決算） 3,862,866千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算） 442千円  

支給実績（平成18年度決算） 3,795,223千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成18年度決算） 430千円  

 

 オ その他の手当の状況（平成20年４月１日現在） 

手   当   名 内容及び支給単価 

扶 養 手 当 

扶養親族のある職員に支給 

・配偶者 月額13,000円 

・配偶者以外の扶養親族 月額6,500円 

 （そのうち１人について、配偶者がいない場合は月額11,000円）

・16歳から22歳の子については、１人につき5,000円を加算 

住 居 手 当 

住居を借り受け、又は所有している職員に支給 

・借家 最高 月額27,000円 

・自宅 月額2,700円 

初 任 給 調 整 手 当 

医師又は歯科医師の資格を有し、採用による欠員補充が困難な職に採

用された職員に一定期間支給  

・最高 月額268,500円 

通 勤 手 当 

通勤距離が片道２ｋｍ以上で、交通機関を利用又は交通用具を使用し

て通勤している職員に支給 

・交通機関利用 定期券等の価額（最高 月額65,000円） 

・交通用具使用 距離に応じて月額3,000円～月額31,600円 

単 身 赴 任 手 当 

公署を異にする異動等に伴い転居し、やむを得ず配偶者等と別居して

単身で生活することになった職員に支給 

・月額23,000円＋加算額（配偶者等の住居との距離に応じて6,000円

～45,000円） 
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管 理 職 手 当 

管理又は監督の職にある職員に支給 

・最高 月額139,300円（平成19年4月1日から平成23年3月31日までの

間の支給額については、特例措置あり） 

管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 

管理又は監督の職にある職員が臨時又は緊急の必要性等により週休

日又は休日に勤務した場合に支給 

・勤務１回につき管理職手当区分に応じて6,000円～12,000円 

特 地 勤 務 手 当 
生活の不便な地に所在する公署に勤務する職員に給料及び扶養手当

の4/100～25/100を支給 

へ き 地 手 当 
へき地学校等に勤務する職員に給料及び扶養手当の4/100～25/100を

支給 

定 時制通信 教育手当 
定時制又は通信制の課程を置く高等学校の教育職員に給料の10/100

（管理職手当を受ける者にあっては8/100以内）を支給 

産 業 教 育 手 当 

農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校の教育職員で、実習

を伴う農業、水産又は工業に関する科目を主として担任する職員に給

料の6/100～10/100を支給 

義務教育等教員特別手当 

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員に支

給  

・最高 月額20,200円 

農林漁業普及指導手当 農林漁業の普及指導に従事する職員に給料の8/100を支給 

宿 日 直 手 当 

宿日直勤務を命じられた職員に支給 

・一般の宿日直 勤務１回につき4,200円（５時間未満 2,100円）

・常直 月額21,000円（勤務日数半月以下 10,500円） 

夜 間 勤 務 手 当 

午後１０時から翌日の午前５時までの間において正規の勤務時間と

して勤務した職員に支給 

・１時間当たりの給与額×25/100×勤務時間数  

休 日 勤 務 手 当 
休日等において正規の勤務時間中に勤務した職員に支給 

・１時間当たりの給与額×135/100×勤務時間数  

 

（９）特別職の報酬等の状況（平成20年４月１日現在） 

区  分 給料月額等 

給
料 

知 事 

副知事 

1,280,000円 

1,010,000円 

議
員
報
酬 

議 長 

副議長 

議 員 

1,020,000円 

  900,000円 

      830,000円 

知 事 

副知事 

（平成２０年度支給割合） 

4.45  月分 期
末
手
当 

議 長 

副議長 

議 員 

（平成２０年度支給割合） 

4.45 月分 

退
職
手
当 

 

知 事 

副知事 

（算定方式）        （支給時期）

128万円×在職月数×70/100  （任期毎） 

101万円×在職月数×45/100  （任期毎） 

（注）平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間、知事、副知事については上記給料月額の５％を減額しています。 
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（10）公営企業職員の状況 

企業職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成20年４月１日現在） 

事   業 職 種 等 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 40.2歳 332,131円 450,753円

医師、歯科医師 38.5歳 398,011円 884,403円病 院 事 業 

保健師、看護師、准看護師 36.6歳 301,475円 372,415円

水 道 事 業 40.6歳 337,046円 432,129円

工業用水道事業 41.0歳 341,006円 442,031円

電 気 事 業 

一般行政職 

40.8歳 335,724円 444,195円

（注）１ 企業職員とは、三重県の行っている病院事業並びに水道事業、工業用水道事業及び電気事業に従事する

職員です。これらの職員には地方公営企業等の労働関係に関する法律が適用され、給与については労使交

渉でその水準を決めることが認められています。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な

どの諸手当の額（期末・勤勉手当、退職手当を除く）を合計したものです。 

 

 

３ 勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１） 一般職員の勤務時間の状況 

勤務時間及び休憩時間は、原則次のように割り振られています。 

1週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

40時間 8:30 17:15 12:15～13:00 

 

公務運営上の事情により特別な勤務時間の割振りを行う必要がある場合には、所属長が任

命権者の承認を受けて勤務時間を変更することができます。 

また、研究職のうち人事委員会が定める職員については、職員の申告を経た勤務時間の割

振りを行うことができます（いわゆる「フレックスタイム」）。 

勤務時間の変更の類型には次のようなものがあります。 

ア ズレ勤務・・・・・・勤務時間の長さを変更せず、時間帯をずらした勤務 

なお、育児又は介護を行う職員については、職員の請求に基づき、

あらかじめ定めた２つのパターンの勤務時間（早出・遅出）の割

り振りを行うことができます。 

イ 交替制等勤務・・・・あらかじめ一定の形に割り振られた複数の正規の勤務時間を規則

的な周期で定型的に繰り返す勤務 

ウ 勤務時間の弾力化・・あらかじめ定めたパターンの勤務時間を組み合わせ、１週４０時

間の勤務時間を４週間単位で割り振った勤務 
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（２） 休暇制度の概要 

区 分 種 類 内 容 

年次有給休暇  1暦年２０日 

公務傷病 必要な期間（６月以内） 

病気休暇 
私傷病 

必要な期間（６月以内、ただし結核は1

年以内） 

選挙権その他公民としての権利行使 

証人等としての裁判所等への出頭 

骨髄バンクへの登録、骨髄液の提供 

その都度必要な期間 

ボランティア休暇 １暦年５日以内 

結婚休暇 ７日以内 

妊婦の通勤緩和 １日１時間以内 

妊娠障害（つわり等） １４日以内 

産前・産後休暇 
産前・産後各８週間（多胎は産前１４

週間） 

男性職員の育児参加 
妻の産前・産後各８週間（多胎は産前

１４週間）の期間に５日以内 

妻の出産、子の疾病等 

１暦年３日以内 (中学校就学前の子

の疾病等については４日を加えること

ができる。） 

育児時間 １日２回各４５分（生後１年９月以内）

生理休暇 

法令に基づく予防注射、健康診断等 
その都度必要な期間 

忌引 
配偶者１０日、父母７日、子５日、兄

弟姉妹３日 など 

配偶者、子及び父母の祭日 
１日以内（遠隔地の場合往復日加算）

配偶者の父母及び父母の配偶者含む 

夏季休暇（盆等の諸行事、健康増進） ５日以内 

スクーリング 

災害による住居の滅失及び損壊 

災害等による出勤困難 

特別休暇 

災害時の退勤途上の危険回避 

その都度必要な期間 

介護休暇 配偶者等の介護（無給） 

介護を必要とする一の継続する状態ご

とに連続する６月の範囲内の必要な期

間 

組合休暇 職員団体の活動への従事（無給） １暦年３０日を越えない日数 

 

（３）年次有給休暇の取得状況（平成19年1月1日～平成19年12月31日） 

職員には１年（暦年）あたり２０日間の年次有給休暇が与えられます。残日数がある場合

は、２０日を限度として翌年に繰り越すことができます。 

平成１９年の職員一人あたりの平均取得日数は次のとおりです。 

 平均日数（日） 

知事部局等 13.3 

教育委員会 14.5 

警   察 5.7 

（注）教育委員会の対象者は、事務局職員及び県立学校の事務職員、学校司書、現業職員等です。 
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（４）育児休業の取得状況（平成19年4月1日～平成20年3月31日）       （単位：人） 

知事部局等 教育委員会 警   察 合計 
 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

育児休業の取得人数 3 154 4 488 0 45 7 687 

部分休業の取得人数 3 10 0 13 0 0 3 23 

 

（５）介護休暇の取得状況（平成19年4月1日～平成20年3月31日）       （単位：人） 

知事部局等 教育委員会 警   察 合計 
 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

介護休暇の取得人数 1 4 7 28 1 0 9 32 

 

 

４ 分限及び懲戒処分の状況 

（１） 分限処分者数 

分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠

くなど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で

す。その種類として、免職、降任及び休職があります。 

平成１９年度の分限処分の状況は次のとおりです。          （単位：人） 

 
処分の種類 

処分事由 
免職 降任 休職 合計 

心身の故障の場合 0( 0) 0( 0) 119(39) 119(39)

条例で定める事由による場合 3( 3) 3( 3)
知事 

部局等 
小  計 0( 0) 0( 0) 122(42) 122(42)

心身の故障の場合 0( 0) 0( 0) 173(118) 173(118)

刑事事件に関し起訴された場合 1( 1) 1( 1)

条例で定める事由による場合 2( 2) 2( 2)

教育 

委員会 

小  計 0( 0) 0( 0) 176(121) 176(121)

心身の故障の場合 0( 0) 0( 0) 21( 9) 21( 9)
警 察 

小  計 0( 0) 0( 0) 21( 9) 21( 9)

心身の故障の場合 0( 0) 0( 0) 313(166) 313(166)

刑事事件に関し起訴された場合 1( 1) 1( 1)

条例で定める事由による場合 5( 5) 5( 5)
計 

合    計 0( 0) 0( 0) 319(172) 319(172)

（注）（ ）内は、実人数です。 

 

（２） 懲戒処分者数 

懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、

公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停

職、減給及び戒告があります。 

県民の皆さんからの信頼を確保していくために、今後とも服務規律の遵守の徹底を図ると

ともに、不祥事が発生した際には厳正に対処してまいります。 
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平成１９年度の懲戒処分の状況は次のとおりです。          （単位：人） 

 
処分の種類 

処分事由 
免職 停職 減給 戒告 合計

法令に違反した場合 4 0 2 0 6

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 1 1
知事 

部局等 
小  計 4 0 2 1 7

法令に違反した場合 3 7 6 5 21

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 1 0 1
教育 

委員会 
小  計 3 7 7 5 22

法令に違反した場合 1 0 0 0 1

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 0 1 1

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあ

った場合 
0 0 1 2 3

警 察 

小  計 1 0 1 3 5

法令に違反した場合 8 7 8 5 28

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 0 0 1 2 3

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあ

った場合 
0 0 1 2 3

計 

合    計 8 7 10 9 34

 

 

５ 服務の状況 

（１）職務専念義務免除の概要 

職員は、法律や条例に特別に定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力のすべて

をその職責遂行のために用い、県民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職

務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければなりません。 

人間ドックや国民体育大会に参加する場合等には、あらかじめ承認を得れば、職務に専念す

る義務を免除される場合があります。 

 

（２）営利企業等への従事の状況 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら営利企業

を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することはできません。 

平成２０年４月１日現在の営利企業等への従事の状況は、次のとおりです。 

ア 地方公務員法第３８条第１項の規定に基づき、任命権者の許可を受けて兼業している者 

区 分 人数（人） 主な事業内容 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とす

る会社その他の団体の役員その他人事委員会規

則で定める地位を兼ねている者 

3 県出資法人の役員等 

自ら営利を目的とする私企業を営んでいる者 33 不動産等賃貸、農業経営 

報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事して

いる者 
5 大学非常勤講師等 

 

イ 教育公務員特例法第１７条第１項の規定に基づき、兼職している者 

区 分 人数（人） 主な業務内容 

国立学校等（大学院を含む）及び教育施設等 0  
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公立学校等（大学院を含む）及び教育施設等 0  

私立学校等（大学院を含む）及び教育施設等 1 大学非常勤講師 

その他 0  

 

（３）三重県職員倫理憲章の概要 

県民の皆さんと行政（県職員）とのパートナーシップ構築のためには、県民の皆さんにより

積極的に県政に参加していただけるよう、職員に対する信頼を獲得する必要があります。この

目的の実現に向けて、より一層信頼される三重県職員としての倫理を確保するため、平成１４

年４月に「三重県職員倫理憲章」を定めました。 

その中で、職員の心構えとして、次の三点を定めています。 

ア 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、不当な差別的取扱いをすることなく、常に公

正な職務の執行に努めます。 

イ 常に公私の別を明らかにして行動し、職務又はその地位を私的な利益のために用いません。 

ウ 勤務時間外においても、自らの行動が公務への信用に与える影響を自覚し、県民の皆さん

からの信頼の確保に努めます。 

また、三重県職員倫理憲章の考え方の具体的な行動指針として、利害関係を有する者や私的

な関係に基づく行為における留意事項などを定めています。 

 

三重県職員倫理憲章及び指針は、県ホームページで公表しています。 

＊ 県ホームページアドレス 

http://www.pref.mie.jp/jinzai/plan/shikumi/ninmen/system/rinri.htm 

 

 

６ 研修及び勤務成績の評定の状況   

（１）研修の状況 

【知事部局等】 

ア 職員研修体系の概要 

平成１７年度に改訂した「三重県人材育成ビジョン」に合わせて、職員として必要とされ

る基礎的・専門的な知識や能力を計画的、段階的に習得できるような体系としています。 

 

◎職員研修センター研修 

キャリアステージ研修  

（基本研修） 新規採用職員研修、各キャリアステージに応じた研修（中堅職員・係長級

昇任時・課長補佐級昇任時）、課長級昇任時 

（選択研修） 各キャリアステージに応じ自ら選択する研修（創造力開発、コーチング、

政策形成論 等） 

（キャリア開発支援研修） 新規採用職員研修、キャリアデザイン研修（中堅職員、課長

補佐級昇任時）、キャリア支援研修 

（技術員研修） 総括技術員研修、主任技術員研修 

ＯＪＴ支援 新規採用職員指導者研修 等 

派遣研修 自治大学校への派遣 
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マイセルフ研修 トレンドセミナー、政策研究講座、東海３県１市合同交流、チームワーク

力向上、セルフエンパワーメント、アサーション、通信教育 等 

ｅ―ラーニング イントラネットを利用した研修（基礎コース、政策形成コース、危機管理

コース、組織運営コース、文化政策コース、地域政策コース 等） 

◎部内研修 各部の課題に応じて実施 

◎所管部研修 新しい制度や全庁的な取り組みについて、所管部が中心となって全庁的に実施

（マネジメント、勤務評価、安全衛生管理、危機管理、環境マネジメント、経

営品質向上活動、人権、個人情報保護、会計・契約事務 等） 

 

イ 職員研修実施状況 

平成１９年度の主な研修の実施状況は、次のとおりです。 

研修名 回数 のべ日数 受講者数（人）

キャリアステージ研修 57 81 2,846 

マイセルフ研修 19 19 1,342 

ＯＪＴ支援 8 3 180 

所管部研修（※） 18 12 6,476 

（注）職員研修センター主催分（人権研修、人権啓発推進員研修、人権啓発推進員による職場内研修）のみを記載 

（人権啓発推進員による職場内研修については、受講者数実績のみ計上） 

 

【教育委員会】 

ア 教職員研修体系の概要 

教職員のニーズや今日的な教育課題等を的確に捉え、教職員の資質向上に効果的な研修を

体系的に実施しています。 

基本研修 初任者、経験者、管理職等を対象とした研修 

     ［教諭研修］［養護教諭研修］［学校給食栄養管理者研修］ 

［学校事務職員研修］［管理職研修］等 

教育相談研修 教育相談に関する研修 

       ［教育相談講演会］［教育相談専門研修］等 

情報教育研修 情報教育に関する研修 

       ［情報教育研修］［情報担当者講習会］ 

教科・領域研修 教科・領域における指導内容や方法に関する研修 

        ［教科に関する研修］［授業改善研修］ 

テーマ研修 教育テーマに関する研修 

      ［人権同和教育研修］［特別支援教育研修］［外国人児童生徒の教育］ 

［国際理解教育研修］［乳幼児教育研修］［学年・学級経営研修］等 

職務・職能研修 職務・職能に関する研修 

        ［学校給食関係職員研修］［実習助手研修］［学校司書研修］ 

［現業職員研修］［コーチング研修］等 

ブロック別研修 市町教育研究所等との連携講座 

      

ネットＤＥ研修 インターネットを活用した e ラーニングによる研修 

研 
 
 
 
 

修 
 
 
 
 

講 
 
 
 
 

座 
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派遣研修 海外派遣、内地留学、県外研修等の研修 

学校の教育力向上支援事業 学校の組織力強化及び地域分散型研修支援 

子どもいきいきバックアップ事業 子どもたちの心の課題に対応するための教育相談事業

及び研修事業 

いじめ電話相談事業 いじめ電話相談体制を新たに構築し、いじめ電話相談を行う 

教育課題調査研究事業 教育課題等の解決に向けての専門的アプローチによる実践的な研

修・研究への支援 

県立学校教科研修活動支援事業 県立学校の教科指導等に係わる研修への支援 

指導力向上支援研修事業 指導力等に課題のある教員の指導力向上支援 

職務遂行能力向上支援研修事業 職務遂行能力不足等に課題のある職員の職務遂行能力向

上支援 

イ 教職員研修実施状況 

平成１９年度の主な研修の実施状況は、次のとおりです。  

研修名 講座数 受講者数（人） 

研修講座 256 22,813 

ネットＤＥ研修 120 11,256 

学校の教育力向上支援 （※1）     163（※2） 3,944 
  ※１ 学校の教育力向上支援事業は、「重点支援校（29 校）への研修支援」と「研修の中核となる人材育成研修

会」がある。 

  ※２ 内訳（重点支援校（29 校）への研修支援１５５回、研修の中核となる人材育成研修会８回） 

 

【警 察】 

ア 職員研修体系の概要 

警察学校その他の教養訓練施設において、新たに警察職員として採用された者や昇任した

者等に対し、その職務に必要な知識及び技能を修得させるために、入校による研修を行って

います。 

初 任 科 新たに採用された警察職員に、その職務の遂行に必要な知識及び技能を修得させ

るための課程 

初任補修科 初任科及び職場での実習を終了した警察官に必要な知識及び技能を修得させる

ための課程 

専   科 警察職員に、特別の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるための課程 

任 用 科 各階級に昇任又は昇任が予定されている警察職員に必要な知識及び技能を修得

させるための課程 

また、部門別に新規任用の警察官に、その職務の遂行に必要な知識及び技能を

修得させるための課程 

 

イ 職員研修実施状況 

平成１９年度の主な研修の実施状況は、次のとおりです。 

学校別 課程名 回数 期間 
受講者

数（人）

警察運営科 6 3 週 9警察大学校 

任 警部任用科新課程（４９歳未満） 3 4 月 17
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用

科
課長補佐任用（５０歳未満の一般職員） 4 2 週 4

教官養成科 4 1 月 7

術科指導者養成科 1 4 月 2

専科 28 1 週から 1月 28

指定職任用科 6 1 週から 3週 6

研究科 2 3 週から 2月 2

特別捜査幹部研

修所 
捜査幹部養成科 1 2 週 1

国際捜査研修所 語学研修等 10 2 週から 1年 10

財務捜査研修セ

ンター 
財務捜査研修科 2 2 週 2

現任科 1 3 週 1
法科学研修所 

専攻科 4 2 週 4

警部（４９歳以上５６歳未満） 1 2 週 9

警部補（４６歳未満） 4 8 週 36

巡査部長（４１歳未満） 5 6 週 51

係長（４６歳未満の一般職員） 1 2 週 5

任

用

科

主任（４１歳未満の一般職員） 1 2 週 5

管区警察学校 

専科 37 1 週から 2月 60

新規採用の警察官 4 10 月又は 6月 189初

任

科 新規採用の一般職員 1 4 週 9

初任補修科 5 3 月又は 2月 187

警部補（４６歳以上） 1 2 週 14

巡査部長（４１歳以上） 1 2 週 13

任

用

科 部門別（各部門に新規任用の警察官） 4 2 週から 4週 68

県警察学校 

専科 29 1 週から 2週 437

 

（２）勤務成績の評定の状況 

【知事部局等】 

職員の能力開発、人材育成及び公正な人事への反映を目的として、管理職員の勤務評定を行

っています。勤務評定の概要は、以下のとおりです。 

評定の対象者 
毎年度末在職の一般職に属する部長級、次長級及び課長級（課長補佐級の

室長を含む。）の職員     

評定者 原則は上位の職の者が評定、評定と最終評定 

評定対象期間 毎年４月１日から３月３１日まで 

評定方法 

評定期間における職務行動等を、各評定要素ごとに、５段階絶対評価で分

析的な評価を行う。（評価基準と比較して、各人の業績・能力・意欲がどの

程度の水準にあるかを把握する。） 
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評定手順 

○ 期首面接…自己申告に基づき、評定者と被評定者が話し合いのうえ、被

評定者の職務上の目標等を設定する。 

○ 中間面接…上半期の業績等について、進捗状況や今後の見通し等を聞き

取り、指導・助言を行う。 

○ 期末面接…１年間の取り組みについて、３月上旬までに、自己評価を踏

まえ評定を行ったうえ、面接（話し合い）を実施する。 

評定要素 
○部長級     → 実績、能力 

○次長級・課長級 → 実績、能力、意欲 

 

【教育委員会（公立学校）】（事務局は知事部局等の制度を適用） 

公正な人事管理の基礎資料とするため、職員の勤務実績、能力、性格等を総合的に評価する

勤務評定を行っています。勤務評定の概要は、以下のとおりです。 

評定の対象者 
毎年基準日（９月１日）現在在職の公立学校の校長、教員、事務職員その

他常時勤務する職員 

評定者 
県立学校にあっては県教育委員会教育長及び校長 

市町等立学校にあっては市町等教育委員会教育長及び校長 

評定対象期間 毎年９月１日から８月３１日まで 

評定方法 
評定期間における勤務実態から各評定要素毎に、原則として４段階絶対評

価を行う。 

評定手順 
評定者は必要に応じて面接等を実施し、職員の勤務状況等を把握したうえ

で、公正な評定を行う。 

評定要素 職務の状況、特性・能力、勤務状況等 

 

【警 察】 

公正な人事管理の基礎資料とするため、職員の勤務実績、能力、性格等を総合的に評価する

勤務評定を行っています。勤務評定の概要は、以下のとおりです。 

評定の対象者 
毎年基準日（１２月３１日）現在在職の警視以下の階級にある警察官及び

同相当職以下の一般職員     

評定者 上位の職の者が評定（第一次評定、第二次評定及び最終評定） 

評定対象期間 毎年１月１日から１２月３１日まで 

評定方法 
評定期間における勤務実績及び勤務を通じて把握した能力、性格、適性等

を、原則として７段階評価で相対的（所属単位）に評価する。 

評定手順 

○自己申告… 被評定者が、自己の身上、実績、能力等を自己申告する。

○評  定… 自己申告に基づき、面接を実施して、公正な総合評価を行

う。 

評定要素 職務遂行能力、取組姿勢、実績、性格・行動、素行等 
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７ 福祉及び利益の保護の状況 

地方分権が進展していく中で、厳しい行財政運営を効果的・効率的に展開していくため、公務

能率の向上を目的とした福利厚生制度を実施しています。 

平成１９年度においては、次のような事業を行っています。 

（１） 健康管理事業の状況 

労働安全衛生法及び各任命権者の安全衛生管理規程に基づき、事業者責任として、職員の安

全と健康を確保するため下記の健康管理事業を実施しています。 

事業の名称 事業の内容 

一般健康診断 
職員の一般的な健康状態を把握し、適切な就業上の措置や保健指導を実

施することを目的に実施しています。 

特殊健康診断 
有害な業務に常時従事する職員に業務上疾病が発生するのを予防するこ

とを目的に実施しています。 

その他健康診断 
生活習慣病の予防を目的とした各種がん検診等の健康診断を実施してい

ます。 

その他の健康管

理事業 

快適な職場環境を実現し職員の安全と健康を確保するため、安全衛生管

理事業、メンタルヘルス事業等を実施しています。 

健康管理事業の決算額 248,339 千円

                                 

（２）互助会への補助金の状況 

地方公務員法第４２条に定められる地方公務員の厚生制度（職員の保健、元気回復その他厚

生に関する事項）を効率的・効果的に実施するため、互助会の実施する下記の事業に対し助成

しています。 

ア 財団法人三重県職員互助会への補助金の状況 

補助対象事業 事業の内容 

体育文化関係事業 
職員体育大会等の各種スポーツ大会、文化作品展等の文化事業にかかる

経費のうち、企画費、会場費等実施に直接必要な経費を補助しています。

人件費 補助対象事業に従事する人件費相当分を補助しています。 

その他の福利厚生

事業 

体育文化クラブ助成、庁舎厚生施設整備費等の事業に要した経費の 

１／２を補助しています。 

補助金の決算額 21,375 千円

（注）財団法人三重県職員互助会は、知事の事務部局、県議会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、

海区漁業調整委員会の事務部局等、企業庁、病院事業庁の 6,553 人の職員を対象としています。 

 

イ 財団法人三重県公立学校職員互助会への補助金の状況 

補助対象事業 事業の内容 

文化関係事業 教職員の文化教養の向上を目的として、教職員美術展の運営及び文芸誌

の作成に必要な経費を補助しています。 

人件費 補助対象事業に従事する人件費相当分を補助しています。 

その他の福利厚生

事業 

福利相談、地区別厚生事業等の事業に要した経費の１／２を補助してい

ます。 

補助金の決算額 46,480 千円

（注）財団法人三重県公立学校職員互助会は、公立小中学校及び県立学校、その他教育機関、教育委員会事務局等の

16,254 人の職員を対象としています。 
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ウ 財団法人三重県警察職員互助会への補助金の状況 

補助対象事業 事業の内容 

健康管理等事業 
所属における健康づくり・体力づくり助成事業、健康増進施設利用助成

事業に要した経費を補助しています。 

その他の福利厚生

事業 

福利相談、所属への教養図書等の配分等の事業に要した経費の１／２を

補助しています。 

補助金の決算額 10,472 千円

（注）財団法人三重県警察職員互助会は、警察の 3,392 人の職員を対象としています。 

 

（３）その他福利厚生事業の状況 

職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償に

ついては、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、それぞれ主体となり制

度を実施しています。 

 
 

８ その他知事が必要と認める事項 

（１） 労使協働委員会の概要 

ア 趣旨・目的 

労使の緊張感ある協働の下、県民が主役の、より良い県政の実現を目指して、勤務条件か

ら政策議論にいたる幅広い課題についてオープンで建設的な議論を行うため、平成１２年５

月３０日に創設しました。 

県民満足度の向上を図るとともに、誇りを持って働ける職員満足度の高い職場を創造して

いくため、「労使協働委員会」において、労使双方が真摯に議論を行っています。 

イ 体制・主な特徴 

・県の組織体制に沿った三層制の体制（中央、部局等、職場）で構成されています。 

・中央労使協働委員会は、報道機関に公開し開催するとともに、その概要は県ホームページ

へ掲載し「透明性」を図っています。 

・労使協働委員会の活動は、庁内ネットワーク上（電子キャビネット）へ掲示し、職員や組

織の間で情報を共有しています。 

ウ 理念・枠組み 

・共同アピール        平成１２年５月３０日（創設日） 

・共同アピール２００３    平成１５年７月２５日 

・運 営 要 綱         平成１４年４月２４日（平成１８年３月３０日最終改定） 

 

これまでの取組の概要は、県ホームページで公表しています。 

＊ 県ホームページアドレス 

http://www.pref.mie.jp/jinzai/plan/shikumi/roukyou/roukyou.htm 

 



（１）競争試験の状況

行政Ⅰ
約 24 450 151 359 122 79.8% 53 17 6.8 50 16 94.3% 30 11 12.0

行政Ⅱ
約 5 118 45 100 38 84.7% 18 10 5.6 15 9 83.3% 5 5 20.0

福祉
分野

福祉技術
約 4 67 41 51 31 76.1% 8 6 6.4 8 6 100.0% 4 3 12.8

約 2 15 4 11 3 73.3% 4 0 2.8 4 0 100.0% 2 0 5.5

化学
約 4 33 8 26 7 78.8% 9 0 2.9 9 0 100.0% 4 0 6.5

約 1 14 3 10 2 71.4% 3 0 3.3 3 0 100.0% 1 0 10.0

農学
約 11 53 16 38 11 71.7% 18 4 2.1 17 4 94.4% 11 4 3.5

水産
約 2 17 4 10 3 58.8% 4 1 2.5 4 1 100.0% 2 1 5.0

総合土木
約 11 43 6 37 5 86.0% 18 3 2.1 18 3 100.0% 11 3 3.4

建築
約 2 9 1 8 1 88.9% 4 1 2.0 4 1 100.0% 3 1 2.7

約 1 13 0 8 0 61.5% 3 0 2.7 3 0 100.0% 1 0 8.0

約 2 12 0 6 0 50.0% 3 0 2.0 3 0 100.0% 2 0 3.0
健康
衛生
分野

薬学
約 3 19 13 12 8 63.2% 6 4 2.0 6 4 100.0% 3 1 4.0

約 72 863 292 676 231 78.3% 151 46 4.5 144 44 95.4% 79 29 8.6

Ｂ
約 5 211 88 139 56 65.9% 14 4 9.9 10 4 71.4% 5 3 27.8

約 5 211 88 139 56 65.9% 14 4 9.9 10 4 71.4% 5 3 27.8

一般行
政分野 一般事務

約 5 73 27 60 23 82.2% 13 4 4.6 13 4 100.0% 5 3 12.0

工学
分野 約 2 7 0 5 0 71.4% 2 0 2.5 2 0 100.0% 2 0 2.5

約 2 28 22 25 19 89.3% 8 6 3.1 8 6 100.0% 2 2 12.5

約 9 108 49 90 42 83.3% 23 10 3.9 23 10 100.0% 9 5 10.0

一般行
政分野 行政

約 4 103 20 72 13 69.9% 14 2 5.1 14 2 100.0% 4 0 18.0

環境
分野

化学
約 1 11 2 10 2 90.9% 4 0 2.5 4 0 100.0% 2 0 5.0

総合土木
約 1 25 1 19 1 76.0% 3 0 6.3 2 0 66.7% 1 0 19.0

建築
約 1 8 0 6 0 75.0% 3 0 2.0 3 0 100.0% 1 0 6.0

約 7 147 23 107 16 72.8% 24 2 4.5 23 2 95.8% 8 0 13.4

約 93 1329 452 1012 345 76.1% 212 62 4.8 200 60 94.3% 101 37 10.0

  平成１９年度中に実施した競争試験は、三重県職員採用候補者試験、三重県警察官採用候補者試験及び市
町立小中学校職員採用候補者試験であり、その状況は下表のとおりでした。

県職員合計

最終合
格者数

試験種類 試験区分

Ａ

三重県職
員採用試
験

環境
分野

一般
行政
分野

警察事務

機械

うち
女性

うち
女性

競争率

第１次試験 第２次試験

自然
分野

競争率

総合土木

林学

合                計

警察事務

合          計

受験
者数うち

女性

環境

工学
分野

工学
分野

電気

合                計

Ｃ

合                計

民
間

二 人事委員会の業務の状況

１ 競争試験及び選考の状況

申込者
数

採用予
定数 うち

女性
受験者

数
受験率

合格者
数

受験率
うち
女性
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最終合
格者数

試験種類 試験区分
うち
女性

うち
女性

競争率

第１次試験 第２次試験

競争率受験
者数うち

女性

申込者
数

採用予
定数 うち

女性
受験者

数
受験率

合格者
数

受験率
うち
女性

男性
約 56 250 0 212 0 84.8% 130 0 1.6 122 0 93.8% 75 0 2.8

女性
約 2 46 46 34 34 73.9% 6 6 5.7 5 5 83.3% 2 2 17.0

フィリピン語
約 1 1 0 1 0 100.0% 1 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 -

約 1 0 - - - - - - - - - - - - -

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
約 1 1 0 1 0 100.0% 1 1 1.0 1 0 100.0% 1 0 1.0

柔道
約 2 2 0 2 0 100.0% 2 0 1.0 2 0 100.0% 2 0 1.0

剣道
約 2 4 1 4 1 100.0% 2 0 2.0 2 0 100.0% 2 0 2.0

約 65 304 47 254 35 83.6% 142 8 1.8 132 5 93.0% 82 2 3.1

男性
約 45 170 0 134 0 78.8% 100 0 1.3 93 0 93.0% 57 0 2.4

女性
約 2 18 18 16 16 88.9% 6 6 2.7 6 6 100.0% 2 2 8.0

フィリピン語
約 1 0 - - - - - - - - - - - - -

約 1 1 0 1 0 100.0% 1 0 1.0 1 0 100.0% 1 0 1.0

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
約 1 2 2 2 2 100.0% 2 2 1.0 2 2 100.0% 0 0 -

約 50 191 20 153 18 80.1% 109 8 1.4 102 8 93.6% 60 2 2.6

男性
約 25 207 0 151 0 72.9% 82 0 1.8 78 0 95.1% 35 0 4.3

約 25 207 0 151 0 72.9% 82 0 1.8 78 0 95.1% 35 0 4.3

約 140 702 67 558 53 79.5% 333 16 1.7 312 13 93.7% 177 4 3.2

男性
約 28 200 0 173 0 86.5% 83 0 2.1 76 0 91.6% 35 0 4.9

女性
約 2 47 47 39 39 83.0% 7 7 5.6 6 6 85.7% 3 3 13.0

約 30 247 47 212 39 85.8% 90 7 2.4 82 6 91.1% 38 3 5.6

男性
約 28 171 0 139 0 81.3% 70 0 2.0 67 0 95.7% 31 0 4.5

女性
約 2 30 30 24 24 80.0% 6 6 4.0 5 5 83.3% 2 2 12.0

約 30 201 30 163 24 81.1% 76 6 2.1 72 5 94.7% 33 2 4.9

約 60 448 77 375 63 83.7% 166 13 2.3 154 11 92.8% 71 5 5.3

約 200 1150 144 933 116 81.1% 499 29 1.9 466 24 93.4% 248 9 3.8

Ｂ
約 4 211 97 148 72 70.1% 11 1 13.5 11 1 100.0% 4 1 37.0

Ｃ
約 2 21 14 20 13 95.2% 5 4 4.0 4 3 80.0% 2 2 10.0

約 6 232 111 168 85 72.4% 16 5 10.5 15 4 93.8% 6 3 28.0

約 299 2711 707 2113 546 77.9% 727 96 2.9 681 88 93.7% 355 49 6.0
総合計

警察官採
用試験

警察官合計

市町立学
校職員採
用試験

Ａ
10
月

合                計

Ａ
４
月
①

小          計

スペイン語

学校事務

学校事務

合 計

Ｂ
４
月

合 計

小          計

Ｂ
10
月

小          計

Ａ
４
月
② 小          計

語学

武道

小          計

スペイン語語学
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 （２）採用選考の状況 

各任命権者から人事委員会あてに申請のあった採用選考（平成１９年度（H19.4.1～H20.3.31）中に任

用したもの）の状況は、下表のとおりでした（国の機関等からの割愛採用等を含みます。）。 

                                （単位：人） 

任命権者

職級 
知事等 教育委員会 警察本部長 計 

部長級 1   1 

次長級 1 1 2 

課長級 10 2 2 14 

課長補佐級 23 21 2 46 

係長級 15 15 1 31 

主事技師級 60 7 2 69 

現業職 4 1 5 

警視 11 11 

警部 6 6 

警部補 3 3 

巡査部長 6 6 

計 114 46 34 194 

 

 

 （３）昇任試験（警察官）の状況 

平成１９年度に実施した警察官にかかる昇任試験の実施状況は、下表のとおりでした（警察官の昇任

試験実施は警察本部長に委任しています。）。            （単位：人） 

試験の種類 受験者数 合格者数 合格率 

警部昇任試験 282 31 11.0% 

警部補昇任試験 392 65 16.6% 

巡査部長昇任試験 713 80 11.2% 

計 1,387 176 12.7% 

 

 

 （４）職級別昇任選考者数 

各任命権者から人事委員会あてに申請のあった昇任選考（平成１９年度（H19.4.1～H20.3.31）中に任

用したもの）の状況は、下表のとおりでした。 

                            （単位：人） 

任命権者

職級 
知事等 教育委員会 警察本部長 計 

部長級 6 6 

部次長級 35 1 36 

課長級 93 11 4 108 

課長補佐級 155 52 8 215 

係長級 207 48 9 264 

警視  18 18 

警部   

警部補  1 1 

巡査部長   

計 496 112 40 648 
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２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 
平成１９年１０月１２日、人事委員会は、知事及び県議会議長に次のとおり報告及び勧告を行いました。   

（１）平成１９年の給与改定 

ア 職種別民間給与実態調査 
本委員会は、職員の給与と民間従業員の給与との精緻な比較を行うため、人事院と共同し、企業規

模で５０人以上かつ事業所規模で５０人以上の従業員を有する民間事業所を対象に職種別民間給与実

態調査を実施しました。 

当該調査は、対象となった７２３の民間事業所のうちから、層化無作為抽出法によって１４１事業

所を抽出し、公務に類似すると認められる従業員に対して、平成１９年４月分として支払われた給与

等について調査を行いました。 
その結果、月例給については、民間従業員の給与が職員の給与を１人当たり平均４，０２４円上回

っていました。 
また、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、給与月額の４．５２月分であり、職員の特別給

である期末・勤勉手当の年間支給割合の４．４５月分を上回っていました。 
イ 改定すべき事項 
（ア） 月例給は、上記アのとおり民間従業員の給与が職員の給与を上回ることとなり、公民較差の大き

さなどを考慮し、これに見合うよう引き上げることとします。 

月例給の改定に当たって、基本的な給与である給料は、各手当の基礎となるなど給与制度の根幹

をなすものであることから、人事院勧告に準じて引上げ改定を行うこととします。 

扶養手当については、民間の支給状況、国家公務員における改定状況及び公民較差を考慮すると

ともに、次世代育成支援の推進に寄与するため、扶養親族である子等に係る支給月額（職員に扶養

親族でない配偶者がある場合又は職員に配偶者がない場合の１人に係る支給月額を除く。）を５００

円引き上げることとします。 

本年の公民較差のうち、これら給料表及び扶養手当の改定のみでは措置できない較差については、

地域手当で措置することとし、県内に勤務する職員の支給割合を０．９％引き上げることとします。 
（イ） 特別給である期末・勤勉手当については、民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を０．

０５月分引き上げ、４．５月分とすることとします。 

   

（２）給与構造改革 
ア 実施すべき事項  
（ア）地域手当の支給割合の改定 

平成２０年度の経過措置として、段階的導入という給与構造改革の当初の方針どおり、県内全域

において一律に３％の地域手当を支給することとします。 

県外に勤務する職員並びに医師及び歯科医師については、人事院勧告に準じて所要の経過措置を

講ずることとします。 
（イ）勤務実績の給与への反映 

勤務成績に基づく新たな昇給制度及び勤勉手当に勤務実績をより反映しうる仕組みについて、引

き続き早期の構築・導入を図ります。 

 

（３）教員給与制度改革 

本県教育委員会における学校教育法改正に伴う新たな職の設置の検討状況、国において検討されてい

る教員の給料及び諸手当等の見直しの動向を注視しつつ、本県教員の給与の在り方について検討を行っ

ていく必要があります。 

 

（４）人事システム及び公務運営等の改善 
人事行政の運営に関しては、職員の能力を開発し、人材を育成する取組みと、職員が意欲と情熱をも

って職務に従事できる職場環境づくりに向けた取組みがともに必要であることから、人材の確保・育成、

勤務形態の弾力化・多様化、総勤務時間の縮減、男女共同参画社会への取組、次世代育成支援への取組

及び健康対策の推進に取り組むことが必要です。 



 27

３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

（１）勤務条件に関する措置の要求の件数 
平成１９年度の措置要求事案は、新規案件１件、継続案件はありませんでした。 

左の内訳 
平成19年3月
31 日現在未処

理件数 

平成19年4月
1 日～平成 20
年3月31日の

措置要求件数 

平成19年4月
1 日～平成 20
年3月31日の

処理件数 

平成19年3月
31 日現在未処

理件数にかか

る処理件数 

平成 19 年 4 月 1
日～平成 20 年 3
月 31 日の不服申

立てにかかる処

理件数 

平成20年3月
31 日現在未処

理件数 

０ １ １ ０ １ ０ 

 

４ 不利益処分に関する不服申立ての状況 
（１）不利益処分に関する不服申立ての件数 

平成１９年度において、新たな不服申立ては３件、前年度から係属している不服申立てはありません

でした。 

左の内訳 

区 分 
平成19年3月
31 日現在未処

理件数 

平成19年4月
1 日～平成 20
年3月31日の

不服申立て件数

平成19年4月
1 日～平成 20
年3月31日の

処理件数 

平成19年3月
31 日現在未処

理件数にかか

る処理件数 

平成 19 年 4 月 1
日～平成 20 年 3
月 31 日の不服申

立てにかかる処

理件数 

平成20年3月
31日現在未処

理件数 

停職処分 ０ １ １ ０ １ ０ 

戒告処分 ０ １ ０ ０ ０ １ 
その他 ０ １ １ ０ １ ０ 
計 ０ ３ ２ ０ ２ １ 

 


